
	申　出　書

令和8年　　月　　日　　
　　（あて先）一般社団法人定山渓観光協会
住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　申出人　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　職 ・ 氏  名　　　　　　　　　　　  　　印　
一般社団法人定山渓観光協会と契約を締結いたしたく、下記事項を誓約したうえで、契約手続きに参加することを申し出ます。
記

１　契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

２　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項各号のいずれかに該当する者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、その事由の発生の日から申出日までにおいて３年を経過しない者でないこと。
３　不渡手形又は不渡小切手を発行して、銀行当座取引を停止された者で、２年　　
　　を経過しない者でないこと。
４　一般社団法人定山渓観光協会が行う契約その他の事務又は事業の執行によ
り、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員及び暴力団関係事業者を契約等から排除していることを承知していること。
５　次に掲げる者のいずれにも該当せず、また、今後もこれらの者に該当するこ　
　　とのないこと。
⑴　役員等（申出者が個人である場合にはその者を、申出者が法人である場合に
　　はその役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、申出者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が、暴力団員であると認められる者。

⑵　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。
⑶　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
　　損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め

　　られる者。

⑷　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す
　　るなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関
　　与していると認められる者。

⑸　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
　　と認められる者。

６　上記５の各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、一般社団法人定山渓
観光協会から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出いたしま
す。
７　本申出書及び役員名簿等が、一般社団法人定山渓観光協会から警察その他の

　　関係機関に提供されることに同意いたします。

８　使用する下請負人等が、本申出書５の各号に掲げる者に該当する事業者であ
　　ることが判明し、一般社団法人定山渓観光協会から下請契約等の解除又は二
　　次以降の下請負等に係る契約の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従い
ます。
９　本申出書に関して虚偽の申出をしたことが判明した場合又は本申出書に違
　　反したことにより、一般社団法人定山渓観光協会と締結した契約を解除され
　　ても異議を申し立てません。また、これらにより損害が生じた場合であって
も、一般社団法人定山渓観光協会に対して何らの請求もいたしません。



備考　申出人が法人の場合は、登記事項証明書等の会社概要がわかる書類を添付すること。
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